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審議会等の会議結果報告 

１ 会議名 平成２７年度第１回津市公平委員会会議 

２ 開催日時 
平成２８年３月２９日（火曜日） 

午前１０時から午前１０時４０分まで 

３ 開催場所 津市役所４階財政課横会議室 

４ 出席した者の氏名 

（津市公平委員会） 

西川源誌 上野幸廣 中山美穂  

（事務局等） 

政策財務部長  中村光一 

政策財務部政策担当参事  嶌田光伸 

政策課調整・政策担当主幹  濵田耕二 

政策課主査  宮前太輔 

５ 内容 

１ 委員長及び委員長職務代理の選任について 

２ 行政不服審査法及び地方公務員法改正に伴う津市公平委員会関係規

則の改正等について 

３ その他 

６ 公開又は非公開 公開 

７ 傍聴者の数 ０人 

８ 担当 

津市政策財務部政策課政策担当 

電話番号 ０５９－２２９－３１０１ 

Ｅ-mail  229-3101@city.tsu.lg.jp 

 

 ・議事の内容  下記のとおり 

嶌田政策担当参事 本日は公私何かとお忙しいところお集まりいただき、誠にありがとう

ございます。 

ただいまから、平成２７年度第１回津市公平委員会会議を開催させて

いただきます。 

開催に当たりまして、津市政策財務部長の中村より御挨拶をさせてい

ただきます。 
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中村政策財務部長 政策財務部長の中村でございます。 

 本日は、年度末の慌ただしい中での委員会の開催、大変、お疲れ様で

ございます。 

 西川委員におかれましては、去る３月２６日をもって委員の任期が満

了となりましたが、既に昨年の１２月議会におきまして、引き続き委員

としてご就任いただくことで、市議会のご承認をいただいており、先日、

市長より辞令の交付がございました。来年度も、この３名の委員の皆さ

まで、今年度同様、津市公平委員会の活動をお願いしたいと存じます。 

津市においては、これまでに正規職員の２，５００人体制の実現や事

務の効率化など、行財政改革を進めてまいりましたが、一方で、市民か

らの行政ニーズは、ますます複雑・多様化しています。 

幸いにして、平成２４年度以降は、公平委員会への不服申し立て等の

事案は一件も寄せられておりませんが、本日の議題となっております公

平委員会の規則改正等に関連いたします、平成２６年５月の地方公務員

法の改正に伴う、退職者による現職への働きかけの禁止に加え、いよい

よ平成２８年度からは人事評価制度が導入されることになるなど、公平

員会において審理をいただく事案も想定されます。 

このように社会情勢の変化とともに、地方行政、地方公務員を取り巻

く環境は大きく変化してきており、中立的、専門的な行政機関として、

公平委員会の果たす役割は、今後ますます重要になってくるものと考え

ております。委員の皆様におかれましては、今後とも格別の御尽力を賜

りますよう、お願いいたしまして、簡単ではございますが、ご挨拶とさ

せていただきます。 

 

嶌田政策担当参事 誠に申し訳ございませんが、政策財務部長については、他の公務のた

め、ここで退席させていただきます。 

 

【部長退席】 

  

嶌田政策担当参事 ではまず、本日の会議資料の確認をさせていただきます。お手元にお

配りをいたしました資料をご覧ください。資料の右肩に番号が振ってご

ざいますが、本日はこちらの資料１から資料６と参考１、参考２の資料

に基づいてご説明をさせていただきます。足りない資料はございません

でしょうか。 

それでは、会議に入らせていただきたいと思います。 

先ほどの部長の挨拶にもございましたとおり、これまで委員長を務め
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ていただいておりました西川委員におかれましては、去る３月２６日を

もって委員の任期が満了となりましたが、既に昨年の１２月議会におき

まして、引き続き委員としてご就任いただく御承認をいただき、先日市

長から委員の辞令交付がございましたので、御報告させて頂きます。 

津市公平委員会規則第３条により、「委員長の任期は、委員の任期に

よる」と定められておりますことから、現在、委員長は不在の状態とな

っております。このことから、速やかに委員長を選任していただく必要

があり、本日は「委員長及び委員長職務代理の選任」、そして、「国の法

改正に伴います公平委員会規則の改正等」を議題とさせていただいてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、新委員長が選任されるまでの会議の進行につきましては、

委員長職務代理であります上野委員にお願いしたいと存じます。 

上野委員よろしくお願いいたします。 

  

上野委員長職務代理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全員 

ただいま事務局から説明がありましたとおり、新しい委員長が選任さ

れるまでの間、私が会議の進行を務めさせていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

最初に、会議の事項に入らせていただく前に、皆さまにお諮りをさせ

ていただきます。 

当会議は津市公平委員会規則第１１条の規定に基づき、出席委員の過

半数の同意によって公開することができることとなっております。 

通常、公平委員会の会議は、職員個人に係る審議等を行う場となりま

すので、公開は行っておりませんが、本日は「委員長及び委員長職務代

理の選任」及び「公平委員会規則の改正等」であり、非公開とする内容

ではないと判断いたしますことから、本日の会議は公開としたいと思っ

ております。 

つきましては、皆さまにお諮りさせていただきます。 

本日の会議は公開とすることにいたしたいと存じますが、御異議ござ

いませんでしょうか。 

 

異議なし。 

 

上野委員長職務代理 

 

 

 

ありがとうございます。出席委員の過半数の同意がありますことか

ら、会議は公開とさせていただきます。 

事務局、本日は、傍聴希望者はおられますでしょうか。 
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嶌田政策担当参事 本日は傍聴希望者はおられませんでしたの御報告いたします。 

  

上野委員長職務代理 それでは、本日の事項１、委員長の選任を行いたいと思います。委員

長選挙につきましては、津市公平委員会規則第２条に規定により、無記

名投票による方法と指名推薦による方法がございますが、いかがいたし

ましょうか。 

 

中山委員 委員数も３人でございますので、指名推薦とすることでいかがでしょ

うか。 

  

上野委員長職務代理 

 

 

全員 

ただいま中山委員から、選挙の方法については指名推薦で、との御発

言をいただきましたが、いかがでしょうか。 

 

異議なし。 

 

上野委員長職務代理 

 

 

中山委員 

それでは、選挙の方法については指名推薦とさせていただきます。 

指名推薦については、いかが取り計らいましょうか。 

 

私としては、西川委員を委員長に推薦させていただきたいと思いま

す。 

  

上野委員長職務代理 

 

 

 

 

 

 

西川委員 

ただいま中山委員から、委員長には西川委員をとのご発言をいただき

ました。 

私といたしましても、来年度以降、三重県公平委員会連合会の会長、

副会長の役員就任も控えておりますので、引き続き、西川委員にお願い

できれば思っておりますが、いかがでしょう。お引き受けいただけます

でしょうか。 

 

私でよろしければ、お受けさせていただきたいと思います。 

 

上野委員長職務代理 

 

 

 

 

 

ただ今、委員全員の御同意をいただきましたので、西川委員を委員長

として選任させていただきます。 

西川委員、よろしくお願いいたします。 

それでは、この後の会議の進行を委員長と交代させていただきます。 

議事進行にご協力いただき、ありがとうございました。 

 



 5 

 

 

西川委員長 

【委員長交代】 

 

皆様に御指名いただきましたので、引き続き、委員長を務めさせてい

ただきます。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

なお、委員長の選任に合わせ、委員長の職務代理者を選任する必要が

ございますが、規則第５条により、「委員長が指定しなければならない」

となっております。 

私としては、これまでの御経験等を踏まえ、上野委員にお願いしたい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

 

全員 

 

西川委員長 

異議なし。 

 

それでは、上野委員を委員長職務代理として指定いたします。 

上野委員、よろしくお願いいたします。 

以上で委員長及び委員長職務代理の選任を終わります。 

次に、事項２の行政不服審査法及び地方公務員法改正に伴う津市公平

委員会関係規則の改正等について議題といたします。 

内容について、事務局から説明をお願いします。 

 

嶌田政策担当参事 それでは、「行政不服審査法及び地方公務員法改正に伴う津市公平委

員会関係規則の改正等」についてご説明させていただきます。 

これは、国の法改正に伴い、本委員会の規則の改正と新たに規則の制

定を行おうとするものです。 

最初に、「津市職員の不利益処分についての不服申立てに関する規則

の改正について」ご説明いたします。お手元の資料①をご覧ください。 

資料にございますとおり、平成２６年６月、国において行政不服審査

法、行政不服審査法施行に伴う関係法律の整備等に関する法律、行政手

続法の一部を改正する法律の３つが改正されております。 

この３つの法律は、制定後５０年以上、実質的な法改正が行われてお

らず、「公平性の向上」、「使いやすさの向上」、「国民の救済手続の充実・

拡大」という観点から、国民が行政に対して不服を申し立てるための制

度について、抜本的な改正が行われたものです。 

改正のポイントでございますが、不服申立てがあった場合の審理につ
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いて、処分に関与しない職員が、審理員として両者の主張を公正に審理

することとし、裁決についても、有識者からなる第三者機関が点検を行

うこととされました。 

本市におきましても、第三者機関として「行政不服審査会」が今後設

置される予定でございます。 

また、不服申立ての手続きについては、これまでは「異議申立て」

と「審査請求」の２つの手続きがございましたが、「異議申立て」を廃

止して「審査請求」に一元化することとなりました。また、審査請求

を行うことができる期間についても６０日から３か月に延長されてお

り、利便性の向上が図られております。 

このほか、これまでは不服申立てを行った上でないと認められてい

なかった裁判所への訴訟の提起についても、その制限が廃止・縮小さ

れており、国民が裁判を受ける権利に対する保護の充実が図られてお

ります。 

以上が主な改正内容でございますが、この改正によりまして、市に

おきましても、津市個人情報保護条例ほか６条例や関係規則の改正が

必要となります。 

公平委員会におきましては、先ほど御説明いたしました不服申立手

続きの審査請求への一元化を受けまして、「津市職員の不利益処分につ

いての不服申立てに関する規則」の文言整理が必要となります。 

具体的には、資料②の規則改正（案）にございますとおり、「異議申立

て」及び「不服申立て」の文言等を整理して、「審査請求」に改めるとい

うものです。規則改正（案）では非常に分かりづらくなっておりますの

で、資料③として新旧対照表を付けさせていただきました。 

なお、今回の法改正は、行政への不服申立てを対象とするものであり、

公平委員会の範疇となる職員の不服申立てについては、身分保障の観点

から、中立的・専門的な第三者機関である公平委員会に対してのみ行う

ことができると地方公務員法に規定されておりますことから、法改正に

伴う当該委員会事務については、特段の変更はございません。 
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次に、「津市再就職者による依頼等の届出に関する規則の制定」につ

いてご説明いたします。お手元の資料④をご覧ください。 

資料にございますとおり、平成２６年５月、国において地方公務員

法及び地方行政法人法の一部を改正する法律が公布されました。 

法改正の目的でございますが、「人事評価制度の導入など、能力及び

実績に基づく人事管理規則の徹底」と「退職管理の適正の確保」とい

う、大きく２つがございます。 

この改正によりまして、市におきましても関係条例等の制定や改正

が必要となりますが、公平委員会におきましては、先ほど御説明いた

しました「退職管理の適正の確保」に係わって、新たに規則の制定が

必要となります。 

退職管理の適正の確保については、営利企業等に再就職した元職員

が離職前の職務に関して現職職員への働きかけを禁止することや再就

職のあっせん禁止、再就職状況の公表などがございますが、「元職員に

よる働きかけの規制違反に対する公平委員会の監視体制を整備する」

という内容が含まれております。 

具体的には、現職職員が再就職者から禁止される要求や依頼を受け

た場合、公平委員会規則で定めるところにより、その旨を公平委員会

へ届出なければならないとなりました。 

このことから、公平委員会においては、お手元の資料⑤のとおり、

その届出の部分について、「津市再就職者による依頼等の届出に関する

規則（案）」を制定して、必要な事項を定めようとするものです。 

 では、具体的に事象が発生した場合、どのような事務の流れになる

かということでございますが、お手元の資料④の下の図（公平委員会

の事務の流れ）にありますように、法に違反するような働きかけを受

けた現職職員から、届出又は通報によって違反行為の疑いを公平委員

会が把握した場合、市に対し、調査を行うよう要求することになりま

す。 

これにより市は調査を開始するわけですが、調査の過程において、
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公平委員会は調査の経過報告を求め、その内容について意見陳述を行

うことになります。そして、最終的に調査の終了報告を受ける、この

ような流れになります。 

なお、この規則につきましては、市が新たに制定する「津市職員の

退職管理に関する規則」と連動する形となりますので、担当所管とな

る人事課と連携し、情報共有を図りながら適切な運用に努めたいと思

います。 

 以上、２つの規則改正等について御説明させていただきましたが、

いずれの規則についても、市の関係条例等との関係を踏まえ、平成２

８年４月１日からの施行としたいと思います。 

 

西川委員長 

 

 

上野委員 

ただいまの事務局からの御説明に対し、御質問等ございませんか。上

野委員いかかでしょうか。 

 

 特にございません。 

 

西川委員長 

 

中山委員はどうですか。 

中山委員 

 

西川委員長 

 

 

 

 

 

 

嶌田政策担当参事 

 

 

 

 

 

 

私も特にございません。 

 

それでは、私から一点お伺いいたします。 

先ほどの御説明では、働きかけを受けた職員による届出で、違反行為

の疑いの把握を公平委員会ですることになっていますが、ここで、公平

委員会として、その届出のあった事項が、果たして調査をしなければな

らない事柄に当たるか当たらないかという審査のような手順は必要に

なってくるのでしょうか。 

 

届出書の様式が、資料５にございますが、働きかけを受けた職員は、

こちらの様式を持って私ども公平委員会事務局へ届出をしてまいりま

す。ただ、その時点で、この届けには不備がないかということの審査は

させていただくことになりますが、あくまでも、ここは疑いということ

ですので、例えば、再就職者が元職員であったかというのは、その時点

でははっきりとは分かりませんので、その部分の調査も含めて人事当局

へ報告し、調査するような手続きになるかと思います。明らかに分かっ
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西川委員長 

 

 

嶌田政策担当参事 

 

 

 

西川委員長 

 

 

嶌田政策担当参事 

 

西川委員長 

 

 

 

 

 

 

 

ているような場合は別ですけれど、働きかけを行った人物が元職員かど

うかということは、ちょっと分かりにくい部分もありますので、この書

類に内容の不備等がない限りは、そのまま、それをもって人事当局へ調

査依頼を行うという流れになろうかと思います。 

 

事務手続きで届出の提出があった時点で、事務局の方で人事当局に回

していただくような形ということですかね。 

 

決裁は必要となりますので、事務局の方で処理をさせていただいて、

委員の皆様には、こちらでこういう受理を受けましたので人事当局へ報

告しますというような報告をさせていただく形になるかと思います。 

 

届出があった時点で、公平委員会として集まって審議するというよう

な必要は、この段階ではないということですね。 

 

はい。 

 

分かりました。 

 他に何かございませんでしょうか。特によろしいですかね。 

 ないようでございますので、今、御説明のありましたこの２つの規則

については、施行に向けた所要の事務手続きを進めさせていただきま

す。 

本日の事項は以上でございますが、その他、何か事務局からございま

したら、お願いいたします。 

 

嶌田政策担当参事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の事項といたしまして、平成２８年公平員会研修会の日程につ

いて御連絡させていただきます。 

お手元の資料⑥をご覧ください。 

例年どおり４回の開催が予定されております。 

５月１８日（水）に平成２８年度全国公平委員会連合会東海支部総会

及び事務研究会が岐阜県高山市の「ひだホテルプラザ」にて、また、７

月７日（木）、８日（金）に平成２８年度全国公平委員会連合会本部研究

会が東京都港区の笹川記念会館にて開催されます。 

１０月下旬に平成２８年度三重県公平委員会連合会総会が四日市市

にて開催されますが、現時点では開催場所は未定でございます。 

また、１０月２８日（金）に平成２８年度全国公平委員会連合会通常
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西川委員長 

総会が東京都港区の笹川記念会館で開催されます。 

 正式なご通知はあらためてその都度させていただきますが、ご予定い

ただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

他に何かございませんでしょうか。 

特に無いようですので、本日は、これにて会議を閉会いたします。 

 

 


